
五
　
味
　
知
　
子

清
代
の
告
示
に
み
る
女
性
の
行
動
空
間
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
関
す
る
規
範



6

五味　知子

Women’s action space models in public notices during the Qing dynasty　　　　　　　　　
　This paper reports on public notices related to the action space separation of the 
sexes during the Qing dynasty. Public notices often said that theatergoing　and 
pilgrimages to temples and shrines by women provoked congestion of the sexes and 
that these acts would harm social order. With regard to labor, local magistrates 
recommended that men cultivate in the fields while women spin and weave in their 
houses. Some local magistrates actually founded schools to teach spinning and weaving 
to women.　However, I did not find any completely negative comments about women’
s outdoor labor in the public notices. Since local magistrates believed that the difficulty 
of labor would lead to virtuousness while laziness would cause evil intentions. Local 
magistrates did not always think that women’s outdoor labor was negative if these 
women worked hard for their family.
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は
じ
め
に

　

儒
教
の
経
典
の
一
つ
で
あ
る
『
礼
記
』
に
は
、
男
女
の
別
（
け
じ
め
）
は
家
庭
内
の
秩
序
や
社
会
の
秩
序
を
保
つ
た
め
に
不
可
欠
の

も
の
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
一
。『
礼
記
』
の
内
則
に
よ
れ
ば
、
七
歳
二
に
な
っ
た
ら
男
女
は
同
席
さ
せ
ず
、
同
じ
食
器
か
ら
は
食
べ

さ
せ
な
い
三
。
女
子
は
一
〇
歳
に
な
る
と
、
つ
ね
に
家
の
奥
に
い
て
、
外
に
は
出
な
い
四
。
女
子
は
紡
織
を
し
、
衣
服
を
作
る
五
。
家
の

作
り
も
来
客
を
通
す
よ
う
な
「
外
」
の
区
域
と
、
女
性
が
主
に
過
ご
す
「
内
」
の
区
域
を
分
け
、
男
性
は
「
外
」、
女
性
は
「
内
」
に

い
る
よ
う
に
す
る
六
。
男
女
が
そ
れ
ぞ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
場
所
で
ふ
さ
わ
し
い
と
さ
れ
る
行
動
を
取
る
こ
と
で
、
家
庭
の
秩
序
が
保
た

れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。

　

男
女
の
行
動
空
間
を
分
け
る
こ
と
で
秩
序
が
維
持
で
き
る
と
い
う
理
念
は
、
清
代
の
中
国
に
お
い
て
も
引
き
継
が
れ
て
い
た
。
男
女

は
家
の
外
は
無
論
の
こ
と
、
家
の
中
で
も
夫
婦
や
親
子
以
外
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の
空
間
で
過
ご
す
ほ
う
が
望
ま
し
い
と
さ
れ
て
い
た
。

し
か
し
、裁
判
史
料
を
見
れ
ば
、庶
民
女
性
の
生
活
は
家
の
中
だ
け
に
留
ま
ら
な
か
っ
た
。産
婆
な
ど
の
職
業
に
従
事
す
る
女
性
の
ほ
か
、

田
畑
で
農
作
業
に
従
事
し
、
夫
が
取
っ
て
来
た
魚
を
売
り
歩
く
女
性
の
姿
も
見
ら
れ
る
。
家
の
広
さ
や
経
済
状
況
か
ら
見
て
も
、
庶
民

女
性
が
家
の
中
に
籠
っ
て
過
ご
す
こ
と
は
困
難
だ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

　

で
は
、
地
方
官
は
こ
の
よ
う
な
現
実
を
ど
の
よ
う
に
見
て
い
た
か
。
地
方
官
の
母
、
妻
、
娘
な
ど
は
家
の
奥
に
あ
る
女
性
の
居
室
で

過
ご
し
、
外
出
す
る
と
き
は
輿
に
乗
る
な
ど
し
て
、
外
部
の
者
の
目
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
な
く
生
活
す
る
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
。

そ
の
よ
う
な
家
庭
の
中
で
生
活
し
て
き
た
地
方
官
に
と
っ
て
、屋
外
で
活
動
す
る
庶
民
女
性
の
姿
は
ど
の
よ
う
に
映
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

女
性
と
し
て
あ
る
べ
き
理
想
の
姿
と
外
れ
て
い
る
と
考
え
た
だ
ろ
う
か
。
そ
の
一
方
、
地
方
官
に
は
庶
民
は
勤
労
で
あ
る
べ
き
と
い
う
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意
識
も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
地
方
官
に
と
っ
て
、
徴
税
は
重
要
な
任
務
で
あ
っ
た
。
民
が
勤
労
で
あ
っ
て
こ
そ
、
地
方
官
も
任
務
を

果
た
す
こ
と
が
で
き
る
。
働
き
方
に
つ
い
て
注
文
を
つ
け
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
地
方
官
は
家
計
を
支
え
る
た
め
の
女
性
の
労

働
自
体
は
総
じ
て
肯
定
的
に
見
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

　

本
稿
で
は
、
雍
正
年
間
以
降
の
地
方
官
が
女
性
の
行
動
空
間
に
つ
い
て
告
示
文
で
い
か
な
る
表
現
を
し
て
い
た
か
を
分
析
の
対
象
と

す
る
七
。
地
方
官
に
と
っ
て
、
告
示
は
地
域
の
民
衆
に
働
き
か
け
る
主
な
手
段
の
一
つ
で
あ
っ
た
八
。
告
示
で
示
さ
れ
た
女
性
の
行
動

空
間
に
か
か
わ
る
規
範
は
、
あ
く
ま
で
も
地
方
官
の
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
庶
民
層
の
考
え
や
行
動
実
態
と
は
異
な
る
。
加
え
て
、
清

朝
の
政
策
を
担
当
地
域
で
実
施
す
る
た
め
に
出
さ
れ
た
告
示
も
あ
る
の
で
、
告
示
の
内
容
に
地
方
官
個
々
の
考
え
方
が
必
ず
し
も
反
映

さ
れ
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
。
と
は
い
え
、
そ
れ
ら
の
政
策
や
理
念
を
打
ち
出
す
う
え
で
、
ど
の
よ
う
な
告
示
文
を
書
く
か
は
地
方
官

に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
る
。
地
方
官
が
様
々
な
問
題
を
め
ぐ
り
、
ど
の
よ
う
に
説
明
を
し
て
い
る
の
か
を
見
る
こ
と
で
、
地
方
官
が
女
性

の
行
動
空
間
に
対
し
て
持
っ
て
い
た
認
識
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
。　

一
、
女
性
に
関
連
す
る
告
示
の
概
要

　

最
初
に
、
告
示
文
の
伝
達
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
告
示
は
紙
に
書
い
て
役
所
の
壁
や
関
連
の
場
所
に
掲
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
清
代

に
は
文
字
の
読
み
書
き
の
で
き
な
い
者
も
多
く
、
ま
た
役
所
か
ら
離
れ
た
場
所
に
住
ん
で
い
る
者
も
多
か
っ
た
。
女
性
の
識
字
率
は
男

性
に
比
べ
て
も
低
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
九
。
そ
こ
で
地
方
官
は
、
読
み
聞
か
せ
な
ど
を
通
し
て
、
村
に
住
む
老
若
男
女
に
ま
で
そ
の

内
容
を
伝
え
る
よ
う
に
と
告
示
の
中
に
記
し
て
い
た
一
〇
。

　

書
き
方
も
庶
民
に
ま
で
わ
か
る
よ
う
な
工
夫
が
な
さ
れ
て
い
た
。
黄
六
鴻
は
「
暁
諭
は
簡
明
な
も
の
と
し
、
言
葉
を
飾
っ
て
は
い
け

な
い
。婦
人
や
子
ど
も
に
も
わ
か
る
も
の
に
せ
よ
一
一
」と
述
べ
て
い
る
。数
字
ず
つ
の
ま
と
ま
り
を
作
っ
た
り
、口
語
を
使
っ
た
り
し
て
、
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わ
か
り
や
す
く
し
た
文
体
の
告
示
も
み
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
張
五
諱
は
次
の
よ
う
な
形
式
で
、
女
性
の
犯
罪
を
戒
め
て
い
る
。

　
　
　

 
女
性
た
ち
は
法
を
犯
さ
な
い
よ
う
に　

犯
せ
ば
法
廷
へ
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
／
ま
ず
は
不
孝
と
謀
殺
・
故
殺　

凌
遅
処
死

ほ
ど
む
ご
い
も
の
は
な
い
／
淫
蕩
な
女
性
は
密
通
し
、
男
を
待
ち
な
が
ら
艶
っ
ぽ
い
化
粧
を
す
る
／
熱
く
な
っ
て
共
に
逃
げ
れ

ば
姦
拐
と
い
う
罪
名
だ　

お
と
な
し
く
誘
拐
さ
れ
て
売
り
飛
ば
さ
れ
る
の
は
ま
こ
と
に
馬
鹿
げ
て
い
る
／
そ
の
原
因
の
多
く
は

夫
が
年
取
っ
て
い
る
か
ら　

或
い
は
子
ど
も
す
ぎ
る
か
ら
／
そ
う
や
っ
て
逃
げ
出
し
て　

捕
ま
れ
ば
災
難
が
降
り
か
か
っ
て
く

る　

誰
も
が
笑
っ
て
誰
の
娘
の
し
た
こ
と
か
と
尋
ね
る
／
父
母
の
心
は
苦
さ
で
い
っ
ぱ
い
だ　

刑
罰
を
受
け
る
ば
か
り
か
、
悪

名
も
知
れ
渡
る
一
二

　

数
字
ず
つ
の
短
い
ま
と
ま
り
が
対
に
な
っ
て
作
ら
れ
、
か
つ
口
語
に
ち
か
い
易
し
い
言
葉
で
書
か
れ
て
い
る
。
庶
民
に
ま
で
内
容
を

伝
え
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
前
稿
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
告
示
は
読
み
聞
か
せ
を
通
じ
て
庶
民
層
に
も
あ
る
程

度
は
伝
わ
っ
て
い
た
一
三
。
特
に
、危
険
な
場
所
に
つ
い
て
の
告
示
な
ど
は
、人
々
に
も
真
剣
に
受
け
止
め
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

現
代
社
会
に
お
い
て
も
、定
型
的
な
貼
り
紙
に
目
を
と
め
る
人
の
数
は
限
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
と
同
じ
こ
と
は
、清
代
の
中
国
で
も
あ
っ

た
に
違
い
な
い
。
本
稿
で
は
告
示
文
の
内
容
を
庶
民
に
漏
れ
な
く
伝
わ
っ
た
も
の
と
は
と
ら
え
て
い
な
い
が
、
庶
民
の
生
活
に
関
す
る

地
方
官
の
認
識
を
示
す
手
掛
か
り
と
し
て
貴
重
な
も
の
と
考
え
る
。

　

次
に
、
告
示
の
中
の
女
性
に
関
連
す
る
内
容
を
概
括
す
る
。
第
一
は
、
溺
女
に
関
す
る
内
容
で
あ
る
。
溺
女
と
は
、
生
ま
れ
た
て
の

女
児
を
水
に
漬
け
て
殺
す
こ
と
で
あ
る
。
貧
し
く
て
口
減
ら
し
を
し
よ
う
と
す
る
家
庭
、
跡
継
ぎ
と
な
る
男
児
を
早
く
産
む
た
め
に
女

児
を
育
て
た
が
ら
な
い
父
母
、
結
婚
時
の
持
参
財
産
の
負
担
を
回
避
し
よ
う
と
し
た
家
庭
な
ど
で
お
こ
な
わ
れ
た
。
溺
女
を
禁
止
す
る
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告
示
や
、
溺
女
防
止
の
た
め
の
対
策
に
関
す
る
告
示
が
見
ら
れ
る
。
第
二
は
、
裁
判
に
関
す
る
告
示
で
あ
る
。
女
性
は
原
則
と
し
て
、

夫
や
息
子
な
ど
男
性
親
族
を
代
理
人
と
し
て
訴
え
出
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
現
実
に
は
夫
や
息
子
が
い
て
も
、
女
性
が

自
分
で
訴
訟
を
起
こ
す
こ
と
は
多
か
っ
た
。
そ
れ
を
批
判
し
、
代
理
人
を
立
て
る
よ
う
に
と
命
じ
る
告
示
は
数
多
い
。
ま
た
、
裁
判
に

な
っ
た
女
性
関
連
の
事
件
（
女
性
の
誘
拐
、
両
親
と
仲
人
が
主
謀
者
と
な
っ
た
結
婚
詐
欺
）
な
ど
に
関
す
る
告
示
も
見
ら
れ
る
。
第
三 

は
、
風
俗
に
関
連
す
る
告
示
で
あ
る
。
こ
れ
は
女
性
に
限
ら
な
い
が
、
賭
博
を
禁
止
す
る
も
の
や
、
芝
居
を
男
女
が
共
に
見
る
こ
と
へ

の
批
判
、
婚
姻
に
関
連
す
る
習
俗
の
乱
れ
の
指
摘
（
長
期
的
に
女
性
が
実
家
へ
滞
在
・
売
妻
・
寡
婦
へ
の
再
婚
強
制
・
既
婚
女
性
の
死

亡
時
に
実
家
が
難
癖
・
持
参
財
産
や
結
納
を
め
ぐ
る
紛
争
な
ど
）、
女
性
が
祭
り
（
迎
神
賽
会
）
や
寺
廟
に
行
く
こ
と
を
禁
止
す
る
も

の
な
ど
で
あ
る
。
特
に
、婦
女
が
寺
廟
や
祭
り
へ
行
き
、男
女
が
同
一
空
間
に
い
る
こ
と
で
風
紀
が
乱
れ
る
と
の
懸
念
は
、本
稿
の
テ
ー

マ
と
の
か
か
わ
り
が
深
い
。
第
四
は
、
セ
ク
シ
ャ
リ
テ
ィ
に
関
す
る
告
示
で
あ
る
。
娼
婦
や
尼
僧
に
よ
る
売
春
の
禁
止
、
媚
薬
や
堕
胎

薬
の
禁
止
な
ど
で
あ
る
。
第
五
は
労
働
に
関
す
る
告
示
で
あ
る
。
男
性
が
田
畑
を
耕
し
、
女
性
が
紡
織
を
す
る
と
い
う
男
女
分
業
を
勧

め
る
も
の
や
、
女
性
の
労
働
時
に
お
け
る
風
俗
の
み
だ
れ
を
懸
念
す
る
も
の
な
ど
が
あ
り
、
こ
れ
も
次
節
以
降
で
詳
し
く
扱
う
こ
と
と

す
る
。

　

本
稿
で
は
、
女
児
の
間
引
き
や
女
性
の
売
買
の
よ
う
に
、
女
性
が
受
け
身
の
行
為
で
は
な
く
、
芝
居
や
祭
り
の
観
覧
、
寺
廟
の
参
詣

や
女
性
の
労
働
な
ど
、
女
性
の
主
体
的
行
動
に
か
か
わ
る
告
示
に
焦
点
を
当
て
る
。
裁
判
関
連
の
告
示
に
も
女
性
の
主
体
的
行
動
が
見

ら
れ
る
が
、
本
稿
で
は
そ
れ
に
つ
い
て
は
取
り
あ
げ
な
い
一
四
。

二
、
芝
居
・
祭
り
・
参
詣
に
お
け
る
「
男
女
混
雑
」

　

こ
こ
で
は
、「
男
女
混
雑
」、「
男
女
混
淆
」
な
ど
の
言
葉
が
用
い
ら
れ
、
男
女
が
一
緒
の
空
間
に
い
る
こ
と
を
咎
め
る
内
容
の
告
示
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に
つ
い
て
扱
う
。
そ
れ
は
主
に
、
芝
居
や
祭
り
、
寺
や
廟
へ
の
参
詣
な
ど
に
関
す
る
告
示
で
あ
る
。
最
初
に
、
芝
居
や
演
芸
に
関
す
る

告
示
を
見
る
。
芝
居
に
関
す
る
告
示
で
は
、
芝
居
の
内
容
が
勧
善
懲
悪
や
因
果
応
報
を
説
く
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
や
、
下
品
で

あ
る
こ
と
を
懸
念
す
る
も
の
も
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
主
に
男
女
の
行
動
空
間
と
の
関
連
に
つ
い
て
検
討
す
る
一
五
。

　

周
際
華
は
、
夜
に
演
劇
を
お
こ
な
う
こ
と
を
禁
じ
る
告
示
を
出
し
て
い
る
。
禁
止
の
理
由
と
し
て
、
正
業
に
つ
か
な
い
者
が
集
ま
っ

た
賭
博
を
す
る
な
ど
、
も
め
ご
と
が
起
き
る
こ
と
の
ほ
か
に
「
か
つ
若
い
女
性
が
化
粧
を
し
て
連
れ
だ
っ
て
見
に
行
き
、
女
性
の
仕
事

を
お
ろ
そ
か
に
し
て
し
ま
い
、［
そ
れ
に
対
し
て
］
年
若
い
軽
薄
な
男
性
が
混
雑
の
中
で
流
し
目
を
送
れ
ば
み
だ
ら
な
気
持
ち
の
始
ま

り
と
な
り
か
ね
な
い
」
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
一
六
。
左
輔
は
、「
一
つ
、
齋
戯
を
禁
ず
る
。
齋
戯
は
一
名
を
土
戯
、
ま
た
の
名
を
白
戯
と

い
い
、
最
も
淫
靡
で
心
を
迷
わ
せ
る
。
男
女
が
一
緒
に
見
て
、
肩
と
肩
が
す
れ
あ
い
、
踵
と
踵
が
触
れ
合
う
ほ
ど
の
混
み
よ
う
で
、
最

も
風
俗
を
損
な
う
一
七
」
と
し
て
、
芸
能
の
内
容
の
ほ
か
、
男
女
が
混
雑
の
中
で
一
緒
に
演
芸
を
見
る
こ
と
に
よ
り
、
体
が
触
れ
合
う

ほ
ど
接
近
す
る
こ
と
に
な
り
、
風
俗
が
乱
れ
る
と
し
て
い
る
。
裕
謙
は
花
鼓
一
八
を
禁
止
す
る
告
示
に
お
い
て
、「
無
知
な
る
愚
民
は
集

団
で
見
に
行
く
。
甚
だ
し
き
は
男
女
が
入
り
混
じ
り
、
さ
わ
が
し
く
ご
み
ご
み
し
て
、
お
お
い
に
人
心
や
風
俗
を
損
な
う
の
で
、
す
で

に
禁
令
を
出
し
て
久
し
い
こ
と
は
記
録
に
あ
る
一
九
」
と
す
る
。
こ
れ
ら
の
告
示
は
、
演
劇
な
ど
の
芸
能
を
見
に
行
く
と
、
そ
の
場
所

で
男
女
が
入
り
混
じ
り
、
み
だ
ら
な
気
持
ち
を
起
こ
す
者
が
出
て
き
て
風
俗
が
乱
れ
る
と
し
て
い
る
。

　

芝
居
を
見
る
こ
と
に
つ
い
て
、
男
女
が
入
り
混
じ
る
こ
と
以
外
に
、
男
女
の
行
動
空
間
に
関
す
る
害
を
挙
げ
て
い
る
告
示
も
あ
る
。

雅
爾
図
は
芝
居
等
で
「
各
家
の
男
女
が
共
に
芝
居
の
場
所
に
い
て
、
門
戸
の
取
締
り
が
お
ろ
そ
か
に
な
れ
ば
盗
み
の
心
を
ま
ね
き
か
ね

な
い
二
〇
」、
ま
た
、
男
性
だ
け
が
芝
居
を
見
に
行
っ
た
場
合
に
も
「
男
性
が
外
に
い
て
女
性
が
一
人
で
い
れ
ば
姦
淫
や
誘
拐
が
往
々
に

し
て
発
生
す
る
二
一
」
と
し
て
い
る
。

　

次
に
祭
り
に
つ
い
て
の
告
示
を
見
る
。
周
際
華
が
祭
り
に
つ
い
て
書
い
た
告
示
で
は
、「
共
城
の
旧
俗
で
は
毎
年
正
月
の
間
に
城
の
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中
の
三
関
と
各
村
鎮
が
争
っ
て
祭
り
を
お
こ
な
い
、
銅
鑼
や
太
鼓
が
雷
鳴
か
大
砲
の
ご
と
く
鳴
り
響
き
、
男
女
は
入
り
混
じ
り
、
村
を

挙
げ
て
熱
狂
す
る
二
二
」
と
し
て
、祭
り
を
減
ら
す
よ
う
に
勧
告
し
て
い
る
。
左
輔
は
「
一
に
、迎
神
賽
会
を
禁
ず
…
…
男
女
が
雑
踏
し
、

色
目
を
使
い
、
財
産
を
浪
費
し
、
心
を
惑
わ
す
こ
と
は
最
も
甚
だ
し
い
二
三
」
と
述
べ
る
。

　

第
三
に
、
宗
教
に
か
か
わ
る
事
柄
（
寺
・
廟
へ
の
参
詣
や
宗
教
行
事
）
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
明
代
、
清
代
の
儒
教
に
基
づ
く
政
治

は
宗
教
を
官
民
か
ら
引
き
離
し
、
社
会
か
ら
孤
立
さ
せ
よ
う
と
し
た
二
四
。
そ
の
政
策
は
僧
侶
を
寺
院
内
に
と
ど
ま
ら
せ
、
一
般
庶
民

へ
の
教
化
活
動
を
な
る
べ
く
行
わ
せ
な
い
と
い
う
も
の
だ
っ
た
二
五
。
告
示
に
お
け
る
僧
侶
や
尼
僧
は
「
悪
い
」
イ
メ
ー
ジ
で
描
か
れ

て
い
る
こ
と
が
多
い
二
六
。
特
に
、
尼
僧
は
結
婚
し
て
家
庭
を
作
る
と
い
う
女
性
の
あ
る
べ
き
姿
か
ら
逸
脱
し
て
い
る
と
さ
れ
、
乾
隆

帝
は
四
十
歳
未
満
の
女
性
の
出
家
を
厳
禁
し
、
加
え
て
す
で
に
寺
や
庵
に
い
る
者
も
、
受
戒
を
望
ま
な
い
の
で
あ
れ
ば
還
俗
さ
せ
る
よ

う
に
命
じ
た
二
七
。
こ
の
よ
う
な
方
針
を
受
け
て
出
さ
れ
た
地
方
官
の
告
示
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。
李
璋
煜
の
告
示「
通
飭
査
辦
尼
菴
示
」

に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　
　

 

孟
子
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
女
性
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
家
庭
を
持
つ
こ
と
を
願
っ
て
い
る
。［
娘
の
結
婚
を
願
う
］
父

母
の
心
は
皆
が
持
っ
て
い
る
も
の
だ
。
幼
女
や
若
い
女
性
を
出
家
さ
せ
る
の
は
た
と
え
［
彼
女
た
ち
が
］
戒
律
を
守
っ
た
と
し

て
も
倫
理
に
反
す
る
。
も
し
自
制
で
き
な
け
れ
ば
い
か
な
る
結
果
に
な
る
か
考
え
て
み
る
が
よ
い
。
父
母
た
る
も
の
は
心
に
尋

ね
て
み
て
安
ら
か
か
否
か
、
忍
び
う
る
か
否
か
。
告
示
に
示
し
て
後
、
三
カ
月
の
間
に
三
十
歳
以
下
の
尼
僧
は
剃
髪
の
有
無
に

か
か
わ
ら
ず
一
切
還
俗
さ
せ
、
親
族
の
あ
る
者
は
親
族
が
引
き
取
っ
て
配
偶
者
を
見
つ
け
る
。［
女
の
子
を
］
老
尼
に
売
っ
た

時
の
契
約
書
は
無
効
と
し
、［
老
尼
が
親
族
に
身
売
り
の
］
代
金
を
返
さ
せ
る
こ
と
は
許
さ
な
い
。
親
族
が
な
い
者
は
官
に
申

請
し
、
あ
る
い
は
住
職
や
尼
僧
が
責
任
を
持
っ
て
配
偶
者
を
選
ぶ
。
一
人
も
［
庵
に
］
留
め
て
お
く
こ
と
を
許
さ
な
い
二
八
。
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こ
の
告
示
に
お
い
て
は
、
女
性
は
家
庭
を
持
つ
べ
き
で
あ
り
、
出
家
す
る
こ
と
は
倫
理
に
反
す
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
告
示
に
は
、
尼

が
托
鉢
を
し
て
歩
き
男
女
の
け
じ
め
が
な
い
こ
と
を
危
ぶ
む
文
章
も
あ
る
の
だ
が
二
九
、
こ
こ
に
挙
げ
た
部
分
で
は
、
た
と
え
男
女
の

け
じ
め
が
守
ら
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
女
性
の
い
る
場
所
は
家
庭
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
が
示
さ
れ
て
い
る
。
次
に
、
庶

民
女
性
の
参
詣
に
つ
い
て
見
て
い
く
。
女
性
の
寺
院
参
詣
の
禁
止
は
、『
大
清
律
例
』
に
規
定
さ
れ
て
い
た
三
〇
。

　
　
　

 

も
し
官
や
軍
、
民
の
家
が
、
妻
女
を
ほ
し
い
ま
ま
に
寺
や
廟
に
出
入
り
し
て
焼
香
さ
せ
て
お
く
の
な
ら
ば
、
笞
四
十
と
し
、
夫

か
息
子
を
罰
す
る
。
夫
や
息
子
が
な
い
場
合
は
、
そ
の
罪
は
女
性
に
あ
り
、
女
性
が
処
罰
さ
れ
る
。
寺
観
神
廟
の
住
持
や
門
番

で
そ
れ
を
禁
止
し
な
か
っ
た
者
も
同
罪
で
あ
る
。
三
一

法
律
に
規
定
が
あ
る
と
は
い
え
、
そ
れ
が
実
際
に
参
詣
を
抑
止
し
た
か
と
い
え
ば
、
き
わ
め
て
疑
わ
し
い
。
実
際
に
、
参
詣
し
た
女
性

が
こ
の
規
定
を
も
っ
て
摘
発
さ
れ
た
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
何
素
花
氏
は
、
民
間
の
女
性
が
寺
を
訪
れ
て
焼
香
す
る
こ

と
を
禁
止
す
る
政
策
と
、
実
際
の
女
性
た
ち
の
盛
ん
な
宗
教
活
動
の
間
に
大
き
な
隔
た
り
が
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
三
二
。

何
素
花
氏
が
紹
介
す
る
乾
隆
五
三
年
の
事
例
で
は
、
西
峰
寺
に
病
気
治
療
で
名
高
い
法
名
を
了
義
と
い
う
女
性
（
俗
名
は
張
李
氏
）
が

い
て
、
男
女
が
頻
繁
に
訪
れ
て
い
た
三
三
。
そ
の
信
奉
者
の
中
に
は
元
大
学
士
の
三
宝
の
亡
き
息
子
の
妻
や
戸
部
員
外
郎
の
恒
慶
の
妻

も
い
た
。
こ
の
二
人
の
女
性
は
西
峰
寺
に
大
金
を
寄
付
し
、
自
ら
の
下
女
を
寺
に
住
ま
わ
せ
て
了
義
に
仕
え
さ
せ
て
い
た
。
三
宝
の
嫁

は
自
ら
参
詣
も
し
て
い
た
。
こ
の
寺
が
摘
発
さ
れ
た
こ
と
で
、
現
任
の
戸
部
員
外
郎
は
解
任
さ
れ
た
。

　

こ
の
事
例
で
は
、
あ
ま
り
に
も
西
峰
寺
の
人
気
が
高
く
、
官
員
が
大
金
を
寄
付
し
た
り
、
民
衆
が
頻
繁
に
訪
れ
た
り
し
た
た
め
に
目

立
ち
す
ぎ
て
摘
発
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
一
般
的
な
寺
院
に
は
そ
の
可
能
性
は
低
か
っ
た
か
ら
こ
そ
、
官
員
の
家
族
が
こ
の
よ
う
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に
明
確
に
信
仰
心
を
明
ら
か
に
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
し
て
、
一
般
庶
民
が
寺
や
廟
を
参
詣
し
て
摘
発
さ
れ
る
可
能
性
は
ほ
と

ん
ど
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

　

告
示
で
は
、
庶
民
女
性
が
寺
や
廟
を
訪
れ
る
こ
と
に
い
か
な
る
害
が
あ
る
と
説
明
し
て
い
た
だ
ろ
う
か
。
李
璋
煜
は
、
一
般
の
女
性

が
廟
を
訪
れ
て
焼
香
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
　

 

本
代
理
知
府
が
風
聞
し
た
と
こ
ろ
で
は
、
当
地
で
は
婦
女
が
入
廟
し
て
焼
香
す
る
こ
と
が
甚
だ
多
い
。
か
つ
て
禁
令
を
出
し
た

こ
と
は
記
録
に
あ
る
。
こ
れ
は
み
な
、
あ
や
し
い
僧
侶
、
悪
い
道
士
、
み
だ
ら
な
尼
僧
が
禍
福
の
説
を
な
し
て
、
女
性
を
ま
ど

わ
せ
、
お
金
を
騙
り
取
る
か
ら
で
あ
る
。
三
四

李
璋
煜
は
、
一
般
の
女
性
が
入
廟
し
て
焼
香
す
る
の
は
、
悪
い
僧
侶
、
道
士
、
尼
僧
な
ど
に
騙
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
と
し
て
い
る
。
李

璋
煜
が
懸
念
し
て
い
る
の
は
、
廟
や
寺
な
ど
に
い
る
宗
教
者
に
よ
っ
て
女
性
が
騙
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
一
般
の
男
女
が
入
り
混
じ

る
こ
と
に
よ
る
害
を
懸
念
し
て
い
る
告
示
も
あ
る
。
雅
爾
図
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
　

 

毎
年
正
月
・
二
月
の
間
に
お
よ
そ
千
人
が
集
団
と
な
り
、
ま
ず
は
省
城
の
城
隍
廟
へ
行
き
、
祈
り
を
捧
げ
焼
香
を
す
る
。
こ
れ

を
掛
号
と
い
う
。
そ
の
後
で
四
方
へ
分
散
し
、
い
た
る
と
こ
ろ
へ
訪
れ
、
山
上
の
寺
廟
を
参
詣
し
、
男
女
が
ご
っ
た
が
え
し
、

姦
淫
や
窃
盗
が
百
出
す
る
。
三
五

こ
の
告
示
で
は
、
千
人
前
後
の
人
々
が
集
団
と
な
っ
て
お
り
、
廟
を
訪
れ
て
焼
香
を
す
る
こ
と
に
一
般
庶
民
が
ま
っ
た
く
躊
躇
し
て
い
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な
い
様
子
が
う
か
が
え
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
雅
爾
図
は
男
女
が
同
じ
空
間
に
ご
っ
た
が
え
す
こ
と
で
、
姦
淫
や
窃
盗
が
起
き
る
と
警

告
を
発
し
て
い
る
。
雅
爾
図
の
出
し
た
別
の
告
示
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
季
節
性
の
あ
る
行
事
と
し
て
の
参
詣
で
は
な
く
、
日
常

に
お
け
る
参
詣
や
僧
舎
へ
の
出
入
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

　
　
　

 

そ
も
そ
も
女
性
は
道
理
と
し
て
女
性
の
部
屋
で
静
か
に
過
ご
し
、
紡
績
に
励
む
べ
き
で
あ
る
。
も
し
廟
に
入
り
焼
香
す
れ
ば
、

男
女
は
混
雑
し
、
僧
侶
、
道
士
や
不
良
少
年
は
往
々
に
し
て
機
会
に
乗
じ
て
騙
し
た
り
誘
惑
し
た
り
誘
拐
し
て
逃
げ
た
り
す
る
。

さ
ら
に
は
故
意
に
押
し
合
い
へ
し
あ
い
し
た
り
下
品
な
こ
と
を
言
っ
た
り
か
ら
か
っ
た
り
し
て
、
様
々
に
侮
辱
す
る
。
…
お
ま

え
た
ち
が
家
の
大
小
に
か
か
わ
ら
ず
、
家
事
を
切
り
ま
わ
し
、
紡
績
な
ど
各
々
女
性
の
仕
事
に
励
め
ば
、
収
入
は
限
ら
れ
て
い

て
も
自
分
の
衣
食
を
ま
か
な
う
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
。
も
し
気
ま
ま
に
遊
び
に
行
き
、
僧
舎
に
出
入
り
し
て
、
万
一
汚
さ
れ

る
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
世
の
終
わ
り
ま
で
恥
じ
入
る
こ
と
と
な
り
、
な
ん
じ
の
父
も
夫
も
故
郷
に
顔
向
け
で
き
な
い
。
か
つ

醜
名
は
消
え
に
く
い
が
悪
行
は
伝
わ
り
や
す
く
、
子
や
孫
ま
で
も
恥
と
な
る
。
三
六

こ
の
文
章
で
主
に
警
戒
し
て
い
る
の
は
、
一
般
の
男
女
の
間
で
流
し
目
な
ど
を
送
り
あ
う
こ
と
で
は
な
く
、
僧
侶
、
道
士
や
不
良
少
年

が
女
性
を
誘
惑
す
る
こ
と
で
あ
る
。
女
性
が
寺
に
出
入
り
し
て
身
を
汚
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
子
孫
ま
で
も
恥
と
な
る
と
警
告

し
て
い
る
。

　

加
持
祈
祷
の
会
を
お
こ
な
う
場
合
に
適
用
さ
れ
る
『
大
清
律
例
』
の
規
定
を
、
告
示
に
載
せ
て
い
る
事
例
も
あ
る
。
そ
れ
は
、「
服

喪
中
の
家
が
加
持
祈
祷
を
お
こ
な
い
精
進
料
理
を
食
べ
る
と
き
に
、
も
し
男
女
が
入
り
混
じ
っ
た
り
（
重
点
は
こ
こ
に
あ
る
）、
酒
を

飲
ん
だ
り
肉
を
食
べ
た
り
し
た
場
合
、家
長
は
杖
八
十
三
七
」
と
い
う
も
の
だ
。
寺
院
や
廟
と
い
っ
た
場
所
で
は
な
く
、一
般
の
家
で
あ
っ
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て
も
、
男
女
が
入
り
混
じ
る
よ
う
な
機
会
を
作
っ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
酒
を
飲
ん
だ
り
肉
を
食
べ
た
り
す
る
こ
と
に
比

べ
て
も
、
男
女
が
入
り
混
じ
る
こ
と
を
強
く
警
戒
し
て
い
る
。

　

こ
こ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
芝
居
、
祭
り
、
宗
教
的
行
事
や
寺
院
、
廟
な
ど
に
お
い
て
男
女
が
同
じ
空
間
で
入
り
混
じ
る
こ
と
は

ど
の
地
方
官
の
告
示
で
も
悪
い
こ
と
と
捉
え
ら
れ
、
禁
止
の
対
象
に
な
っ
て
い
た
。
一
方
、
そ
れ
ら
の
告
示
が
明
ら
か
に
す
る
現
状
か

ら
は
、
村
を
挙
げ
て
祭
り
に
熱
狂
し
た
り
、
男
女
が
千
人
も
集
ま
っ
て
廟
を
訪
れ
た
り
と
、
庶
民
が
そ
れ
ら
の
集
ま
り
に
地
方
官
の
よ

う
な
男
女
混
雑
の
悪
事
と
い
う
意
識
を
持
っ
て
い
た
様
子
は
な
い
。
本
節
で
見
て
き
た
の
は
、
娯
楽
や
宗
教
な
ど
の
側
面
で
あ
り
、
庶

民
に
と
っ
て
は
大
切
な
行
事
で
も
地
方
官
に
と
っ
て
は
必
須
の
も
の
と
は
い
え
な
い
。
次
節
以
降
で
は
、
徴
税
を
お
こ
な
う
地
方
官
に

と
っ
て
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
労
働
に
つ
い
て
扱
う
。

三
、
男
耕
女
織

　

中
国
で
は
新
石
器
時
代
末
期
の
女
性
の
墓
か
ら
、
陶
質
の
紡
車
が
発
見
さ
れ
て
お
り
、「
男
耕
女
績
」
は
太
古
か
ら
社
会
通
念
と
な
っ

て
い
た
三
八
。「
男
耕
女
績
」
は
漢
代
に
な
る
と
、
儒
家
の
進
出
と
と
も
に
強
く
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
三
九
。
男
性
は
耕
作
を
し
、

女
性
は
採
桑
、
養
蚕
、
紡
績
、
機
織
、
裁
縫
を
担
う
と
い
う
性
別
分
業
で
あ
る
。
こ
の
性
別
分
業
は
男
女
の
行
動
空
間
を
分
け
る
た
め

に
も
好
都
合
で
あ
っ
た
。
採
桑
を
除
け
ば
、
女
性
に
割
り
当
て
ら
れ
た
の
は
ほ
ぼ
室
内
で
で
き
る
仕
事
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
清
代
の

地
方
官
に
よ
る
告
示
文
に
お
い
て
も
、
男
性
が
耕
作
を
し
、
女
性
が
紡
績
や
機
織
を
す
る
こ
と
が
推
奨
さ
れ
た
。
周
際
華
は
「
思
う
に
、

民
は
耕
作
が
根
本
で
あ
り
、
女
性
は
機
織
が
仕
事
で
あ
る
四
〇
」
と
述
べ
て
い
る
。

　

た
だ
し
、「
男
耕
女
績
」
や
「
男
耕
女
織
」
と
い
う
言
葉
で
示
さ
れ
る
性
別
分
業
の
モ
デ
ル
が
あ
っ
た
と
は
い
っ
て
も
、
実
際
に
は
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女
性
は
田
畑
に
お
け
る
農
作
業
に
欠
か
せ
な
い
存
在
で
あ
っ
た
。
女
性
が
徐
々
に
農
作
業
へ
の
か
か
わ
り
を
減
ら
し
、
養
蚕
や
綿
の
紡

織
に
力
を
注
ぐ
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
明
代
後
期
以
降
の
こ
と
で
あ
り
、「
男
耕
女
織
」
が
一
般
的
な
農
家
の
労
働
モ
デ
ル
と
し
て
実

行
さ
れ
た
の
は
清
代
中
期
以
降
の
江
南
に
限
ら
れ
て
い
た
四
一
。

　

女
性
が
織
る
布
の
種
類
に
つ
い
て
見
れ
ば
、
漢
代
に
お
い
て
は
絹
や
麻
布
だ
が
、
清
代
に
は
綿
布
が
絹
布
を
し
の
い
で
い
た
四
二
。

木
綿
の
栽
培
に
は
温
暖
で
湿
潤
な
気
候
が
適
し
て
お
り
、
中
国
で
は
南
方
の
地
域
が
こ
れ
に
適
し
て
い
た
四
三
。
先
述
の
よ
う
に
、
清

代
中
期
以
降
の
江
南
で
は
「
男
耕
女
織
」
が
一
般
的
に
な
っ
て
い
た
。
ほ
か
の
地
域
の
地
方
官
は
、
江
南
を
見
習
い
、
性
別
分
業
を
お

こ
な
う
よ
う
に
と
い
う
趣
旨
の
告
示
を
出
し
て
い
た
。

　

安
徽
省
の
合
肥
県
に
お
い
て
、
左
輔
が
出
し
た
告
示
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

　
　
　

 

呉
で
は
女
性
は
日
に
三
丈
の
布
を
織
り
、［
自
分
の
］
子
ど
も
に
着
せ
る
ほ
か
、
そ
れ
を
売
っ
て
家
計
の
助
け
と
す
る
。
お
ま

え
た
ち
民
婦
も
紡
織
に
励
み
、
農
耕
の
助
け
と
す
る
よ
う
に
。
か
つ
［
綿
の
］
実
の
油
を
絞
り
、
油
滓
を
丸
め
る
と
牛
の
餌
や

肥
料
に
も
で
き
て
、
農
業
に
有
益
で
あ
る
。
四
四

さ
ら
に
、
同
じ
告
示
の
中
で
、
蘇
州
な
ど
で
は
女
性
は
主
に
養
蚕
と
紡
績
に
従
事
し
て
い
る
と
述
べ
、「
お
前
た
ち
民
婦
は
そ
れ
を
見

習
う
よ
う
に
四
五
」
と
も
述
べ
て
い
る
。
木
綿
の
栽
培
に
は
技
術
が
必
要
で
あ
る
た
め
、左
輔
は
「
種
棉
花
示
」
と
い
う
告
示
を
発
し
て
、

木
綿
栽
培
の
技
術
に
つ
い
て
も
詳
し
く
紹
介
し
て
い
る
四
六
。
栽
培
に
適
し
た
土
地
や
肥
料
の
与
え
方
、
種
ま
き
の
仕
方
、
発
芽
後
の

世
話
、
間
引
き
、
摘
み
取
り
、
種
の
採
取
な
ど
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
紡
績
の
奨
励
の
ほ
か
、
綿
花
や
桑
の
栽
培
を
奨
励
す
る
告
示
も
見
ら
れ
る
。
で
は
、
綿
花
や
桑
の
栽
培
を
女
性
が
お
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こ
な
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
家
の
外
に
出
て
、
他
人
に
顔
を
見
ら
れ
る
お
そ
れ
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
告
示
に
は
管
見
の
限
り
、
そ

の
こ
と
を
危
惧
す
る
文
章
は
見
当
た
ら
な
い
。
綿
花
や
桑
の
栽
培
は
男
性
が
担
え
ば
よ
い
と
考
え
て
い
た
の
か
、
木
の
手
入
れ
程
度
の

時
間
は
女
性
が
外
で
働
い
て
も
問
題
な
い
と
考
え
て
い
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
綿
の
栽
培
に
は
土
地
を
選
ぶ
必
要
が
あ
っ
た
た
め
、

周
際
華
は
「
棉
を
買
っ
て
糸
を
紡
げ
ば
、
費
用
は
少
な
く
て
す
み
、
大
き
な
成
果
を
挙
げ
ら
れ
る
四
七
」
と
材
料
の
棉
は
買
う
こ
と
を

勧
め
て
い
る
。

　

紡
織
を
す
る
よ
う
勧
め
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
紡
織
の
技
術
を
実
地
に
教
え
る
取
り
組
み
を
お
こ
な
う
地
方
官
も
少
な
く
な
か
っ
た

四
八
。
左
輔
は
嘉
慶
年
間
に
泗
州
の
署
知
州
を
務
め
た
。
そ
の
際
に
は
、
紡
織
を
教
え
る
女
性
教
師
を
招
い
て
、
管
轄
地
域
の
女
性
た

ち
に
紡
織
を
学
ば
せ
よ
う
と
し
た
。

　
　
　

 

ま
た
、
故
郷
か
ら
女
性
教
習
四
名
を
招
き
、
局
を
設
け
て
、
力
を
尽
く
し
て
紡
績
を
教
え
さ
せ
て
い
る
。
局
を
開
設
し
て
か
ら
、

わ
ず
か
に
女
児
が
紡
績
を
学
び
に
き
た
だ
け
で
、
婦
人
は
ほ
と
ん
ど
来
な
い
う
え
に
す
ぐ
帰
っ
て
し
ま
う
。
ど
う
し
て
怠
け
て

ば
か
り
で
発
奮
し
な
い
の
か
。
そ
れ
と
も
［
局
に
来
る
の
を
］
避
け
て
い
る
の
か
。
局
を
開
い
て
か
ら
は
女
性
教
師
が
常
駐
し

て
い
て
、
禁
令
を
出
し
て
男
性
が
勝
手
に
入
る
こ
と
は
許
し
て
い
な
い
。
一
切
の
器
具
は
寄
付
で
備
え
て
お
り
、
学
び
に
来
る

者
か
ら
は
一
文
も
取
っ
て
い
な
い
。［
家
が
］
近
い
者
は
朝
来
て
暮
れ
に
は
帰
り
、
遠
い
者
は
局
に
住
ん
で
、
女
性
教
師
と
と

も
に
食
事
を
す
る
こ
と
が
で
き
、
何
の
不
便
も
な
い
。
四
九

紡
織
教
習
は
周
際
華
の
告
示
に
も
み
ら
れ
る
。
周
際
華
は
道
光
六
年
に
河
南
省
衛
輝
府
輝
県
の
知
県
と
な
っ
た
。
そ
の
際
の
治
績
に
つ

い
て
書
い
た
『
共
城
従
政
録
』
に
は
、「
本
県
の
県
城
の
西
街
に
機
坊
を
設
け
て
、
織
機
を
二
台
、
紡
ぎ
車
を
三
十
台
備
え
付
け
る
。
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紡
織
に
た
け
た
者
を
探
し
て
、
毎
月
給
与
を
与
え
て
師
と
す
る
。
貧
し
い
家
の
女
児
で
一
〇
歳
か
ら
一
三
歳
ま
で
の
、
学
ぶ
意
欲
の
あ

る
者
を
定
員
三
〇
人
と
し
て
、
機
坊
で
学
ば
せ
る
五
〇
」
と
述
べ
て
い
る
。

　

女
性
に
紡
織
を
教
え
る
理
由
に
つ
い
て
、
周
際
華
は
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
第
一
は
、
古
来
よ
り
男
耕
女
織
は
家
を
治
め
る

方
法
だ
か
ら
で
あ
る
。
第
二
は
、
女
性
は
暇
が
あ
る
と
心
が
乱
れ
て
し
ま
い
、
良
か
ら
ぬ
こ
と
に
手
を
出
す
よ
う
に
な
る
が
、
懲
罰
を

与
え
る
よ
り
も
紡
織
を
教
え
て
感
化
し
た
ほ
う
が
よ
い
か
ら
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、「
女
性
の
性
質
は
勤
労
に
し
な
け
れ
ば
乱
れ
て

し
ま
う
も
の
だ
。
敬
姜
が
述
べ
る
苦
労
す
れ
ば
善
い
心
が
生
ま
れ
、
安
楽
に
過
ご
せ
ば
悪
い
心
が
生
じ
る
と
い
う
の
は
、
自
然
の
な
り

ゆ
き
で
あ
る
五
一
」
と
述
べ
て
い
る
。

　

周
際
華
が
言
及
し
た
「
敬
姜
」
に
か
か
わ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
は
次
の
よ
う
な
も
の
だ
。
敬
姜
と
は
、春
秋
時
代
の
魯
の
女
性
で
あ
る
。

息
子
の
文
伯
は
魯
の
宰
相
と
な
っ
た
が
、
敬
姜
は
な
お
も
糸
を
紡
い
で
い
た
の
で
、
文
伯
は
疑
問
を
抱
い
た
。
す
る
と
、
敬
姜
は
次
の

よ
う
に
答
え
た
。

　
　
　

 

昔
、
聖
王
は
民
を
配
置
す
る
と
き
に
、
痩
せ
た
土
地
を
選
び
、
民
が
苦
労
し
て
土
地
を
使
う
よ
う
に
さ
せ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、

長
く
王
の
天
下
と
な
っ
た
の
だ
。
民
は
苦
労
す
れ
ば
考
え
る
よ
う
に
な
り
、
考
え
る
よ
う
に
な
れ
ば
良
い
心
が
生
ま
れ
る
。
気

楽
に
し
て
い
れ
ば
わ
が
ま
ま
に
な
り
、
わ
が
ま
ま
に
な
れ
ば
善
を
忘
れ
、
善
を
忘
れ
れ
ば
悪
い
心
が
生
ま
れ
る
。
沃
土
の
民
が

無
能
な
の
は
気
楽
だ
か
ら
で
あ
る
。
痩
せ
た
土
地
の
民
が
正
し
い
道
理
に
向
か
う
の
は
、
苦
労
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
五
二

紡
織
は
女
性
が
家
計
を
助
け
る
手
段
で
も
あ
る
が
、
周
際
華
は
宰
相
の
母
で
あ
っ
た
敬
姜
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
引
く
こ
と
で
、
裕
福
な
家

の
女
性
で
あ
っ
て
も
紡
織
に
励
む
べ
き
だ
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、紡
織
教
習
の
対
象
は
貧
し
い
家
の
女
児
に
限
っ
て
い
る
。
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紡
織
教
習
関
連
の
告
示
に
は
、
女
性
の
通
学
を
懸
念
す
る
よ
う
な
文
言
は
な
い
が
、
通
学
中
に
は
当
然
他
家
の
人
々
と
す
れ
違
う
は
ず

で
あ
り
、
裕
福
な
家
の
女
児
が
通
う
よ
う
な
こ
と
は
望
ま
し
い
と
考
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

四
、
屋
外
労
働

（
一
）
落
穂
拾
い

　

農
作
物
の
収
穫
は
本
来
、
そ
の
土
地
を
耕
す
者
の
手
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
、
耕
作
者
や
地
主
の
も
と
に
納
め
ら
れ
た
。
農
作
物
を

盗
む
こ
と
は
当
然
禁
止
さ
れ
て
い
た
が
、
耕
作
者
が
収
穫
を
済
ま
せ
た
後
の
落
穂
拾
い
は
、
貧
民
や
困
窮
し
た
者
が
お
こ
な
う
ぶ
ん
に

は
、
と
が
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
拾
う
落
穂
と
は
、
主
に
麦
と
綿
花
で
あ
っ
た
。『
詩
経
』
の
「
大
田
篇
」
で
は
寡
婦
に
よ

る
落
穂
拾
い
が
う
た
わ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
清
代
に
は
、
し
ば
し
ば
落
穂
拾
い
に
対
し
て
禁
令
が
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、

喧
嘩
や
騒
動
の
原
因
と
な
っ
た
り
、
収
穫
前
の
麦
を
盗
み
取
っ
た
り
、
強
健
な
女
性
が
自
分
の
仕
事
を
放
棄
し
て
落
穂
を
拾
っ
た
り
す

る
か
ら
で
あ
っ
た
五
三
。

　

宣
統
『
山
東
通
志
』
の
列
女
に
は
、
落
穂
拾
い
を
お
こ
な
っ
た
女
性
が
出
て
く
る
。

　
　
　

 

徐
建
の
妻
王
氏
。
家
が
貧
し
い
う
え
、
不
作
と
な
り
、
夫
と
息
子
は
遠
出
し
て
家
に
帰
ら
ず
、
舅
姑
は
年
老
い
て
い
た
。
王
氏

は
親
戚
や
近
隣
の
人
に
乞
い
求
め
、
僅
か
な
米
や
干
飯
を
得
る
と
舅
姑
に
捧
げ
、
自
分
は
残
っ
た
も
の
だ
け
を
食
べ
て
い
た
。

麦
秋
（
陰
暦
四
・
五
月
の
麦
の
収
穫
の
頃
）
に
落
穂
拾
い
に
出
か
け
、
大
量
に
集
め
る
と
束
ね
て
背
負
っ
て
き
た
が
、
帰
り
着

く
と
倒
れ
て
息
絶
え
て
し
ま
っ
た
。
郷
の
人
は
哀
れ
ん
で
彼
女
を
葬
っ
た
。
五
四
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こ
の
女
性
は
寡
婦
で
は
な
い
が
、
夫
が
遠
方
に
い
て
不
在
と
い
う
状
況
の
中
で
、
舅
姑
を
養
う
た
め
に
落
穂
拾
い
を
お
こ
な
っ
て
い
る

た
め
、
非
難
の
対
象
に
は
な
っ
て
い
な
い
。

　

次
に
、
落
穂
拾
い
と
男
女
の
行
動
空
間
の
関
連
に
つ
い
て
考
え
る
。
落
穂
拾
い
は
他
人
の
畑
で
お
こ
な
う
も
の
で
あ
る
か
ら
、
当
然

そ
の
地
の
耕
作
者
や
土
地
所
有
者
と
顔
を
合
わ
せ
る
可
能
性
も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
清
代
中
後
期
の
地
方
官
に
よ
る
告
示
に
は
、
女

性
に
よ
る
落
穂
拾
い
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
た
だ
ろ
う
か
。

　

雅
爾
図
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
　

 

聞
く
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
近
年
で
は
次
第
に
放
縦
に
な
り
、
乱
暴
な
女
性
が
男
女
百
人
程
度
を
引
き
連
れ
て
、
地
主
が
や
っ

と
刈
り
取
っ
た
ば
か
り
な
の
に
、
鎌
を
持
っ
て
取
り
囲
ん
だ
り
、
ま
だ
刈
ら
れ
て
い
な
い
麦
や
既
に
刈
ら
れ
た
麦
を
盗
み
取
っ

た
り
、
縛
っ
て
車
に
載
せ
る
時
に
落
ち
た
穂
を
地
戸
（
耕
作
者
）
に
拾
わ
せ
ず
に
奪
い
と
っ
て
い
る
。
ま
こ
と
に
不
法
で
あ 

る
。
五
五

「
乱
暴
な
女
性
が
男
女
百
人
程
度
を
引
き
連
れ
て
」
と
あ
る
よ
う
に
、
落
ち
穂
拾
い
を
し
て
い
る
の
は
女
性
だ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、

こ
の
告
示
で
非
難
し
て
い
る
の
は
地
主
を
取
り
囲
ん
だ
り
、地
主
の
も
の
で
あ
る
麦
を
盗
ん
だ
り
す
る
な
ど
の
強
引
な
行
動
で
あ
っ
て
、

男
女
が
一
緒
に
行
動
し
て
い
る
こ
と
で
は
な
い
。

　

周
際
華
が
書
い
た
落
ち
穂
拾
い
関
連
の
告
示
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

　
　
　

 

輝
県
の
習
俗
で
は
老
婦
・
寡
婦
だ
け
が
落
穂
拾
い
を
す
る
の
で
は
な
く
、
若
い
女
性
も
貧
富
に
関
係
な
く
、
皆
ぶ
ら
ぶ
ら
し
て
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紡
織
に
勤
め
ず
、
ひ
と
た
び
麦
が
熟
せ
ば
集
団
と
な
っ
て
あ
ぜ
道
を
満
た
し
、
平
然
と
し
て
恥
と
し
な
い
。
五
六

周
際
華
の
告
示
で
は
、
男
女
が
一
緒
に
落
穂
拾
い
を
お
こ
な
う
と
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
女
性
だ
け
で
あ
っ
て
も
、
貧
し
く

も
年
老
い
て
も
寡
婦
で
も
な
い
女
性
が
落
穂
を
拾
い
、
紡
織
に
励
ま
な
い
と
い
う
こ
と
を
不
適
切
と
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

張
五
諱
の
告
示
は
雅
爾
図
や
周
際
華
の
告
示
と
は
異
な
り
、
落
穂
拾
い
が
男
女
間
の
不
適
切
な
交
流
機
会
と
な
る
こ
と
を
危
惧
す
る

も
の
で
あ
る
。

　
　
　

 

一
、
民
間
で
は
麦
が
熟
し
て
収
穫
す
る
と
き
、
女
性
が
落
穂
拾
い
と
称
し
て
、
人
数
の
多
さ
を
恃
み
と
し
て
、
強
奪
し
、
男
女

が
入
り
乱
れ
る
。
一
、
民
間
で
は
（
棉
）
花
が
熟
し
て
摘
む
と
き
、
女
性
が
人
数
の
多
さ
を
恃
み
に
強
奪
す
る
。
名
づ
け
て
閧

花
と
い
う
。
ま
た
男
女
が
入
り
乱
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
…
…
最
近
で
は
麦
や
綿
花
の
落
穂
拾
い
を
女
性
の
す
る
べ
き
こ
と
だ
と

し
て
、
ど
こ
に
で
も
行
か
せ
、
誰
に
で
も
会
わ
せ
て
い
る
。
一
度
目
に
会
っ
た
と
き
に
は
見
知
ら
ぬ
人
で
も
、
二
度
目
に
会
え

ば
顔
見
知
り
と
な
り
、
自
然
に
恥
の
心
を
忘
れ
て
し
ま
い
、
何
で
も
す
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
五
七

張
五
諱
は
、
落
穂
を
拾
う
こ
と
自
体
が
問
題
と
い
う
よ
り
も
、
老
女
・
幼
女
ば
か
り
で
は
な
く
多
く
の
女
性
が
そ
れ
に
加
わ
っ
て
、
男

女
が
顔
を
会
わ
せ
る
こ
と
で
風
紀
が
乱
れ
る
こ
と
を
問
題
視
し
て
い
た
。
落
穂
拾
い
が
口
実
と
な
っ
て
、
女
性
が
ど
こ
に
で
も
行
き
、

誰
に
で
も
会
い
、
し
ま
い
に
は
恥
を
忘
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
と
し
て
い
る
。
だ
が
、
雅
爾
図
や
周
際
華
は
落
穂
拾
い
で
男
女
が
入
り
混

じ
る
こ
と
へ
の
懸
念
は
記
し
て
い
な
い
。
芝
居
や
寺
廟
へ
の
参
詣
、
祭
り
な
ど
と
違
っ
て
、
家
計
を
助
け
る
た
め
の
労
働
は
屋
外
で
す

る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
必
ず
し
も
悪
く
書
か
れ
て
い
な
い
。
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（
二
）
屋
外
労
働

　

落
穂
拾
い
や
桑
の
手
入
れ
以
外
の
女
性
の
屋
外
労
働
に
つ
い
て
、
地
方
官
が
ど
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
か
を
検
討
す
る
。
先
ほ
ど
落

穂
拾
い
に
つ
い
て
、
張
五
諱
は
男
女
の
不
適
切
な
交
流
機
会
と
な
る
こ
と
を
危
惧
す
る
旨
を
記
し
て
い
た
が
、
他
の
屋
外
労
働
に
つ
い

て
は
ど
う
書
い
て
い
た
か
。
張
五
諱
が
江
西
省
の
南
安
府
に
い
た
時
の
こ
と
で
あ
る
。
南
安
府
の
南
は
広
東
の
南
雄
州
と
、
北
は
江
西

の
贛
州
府
と
接
し
て
い
て
、
貨
物
の
往
来
が
盛
ん
な
た
め
、
人
足
と
し
て
働
く
者
が
多
く
い
た
。
そ
し
て
、
人
足
の
中
に
は
女
性
も
混

ざ
っ
て
い
た
。
ま
た
、
こ
の
女
性
た
ち
は
田
畑
で
の
農
作
業
に
も
携
わ
っ
て
い
た
。
そ
れ
に
つ
い
て
の
張
五
緯
の
見
解
は
、
次
の
よ
う

な
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　

 

人
足
は
夏
冬
を
問
わ
ず
、
皆
麦
藁
帽
子
を
か
ぶ
り
、
女
性
は
女
性
の
服
装
な
が
ら
裸
足
で
腿
ま
で
む
き
出
し
に
し
て
い
る
。

…
…
若
い
女
性
が
初
め
て
人
足
の
仕
事
に
出
る
時
に
は
、
青
布
を
帽
子
の
周
り
に
つ
け
て
い
る
の
で
、
男
女
の
区
別
が
で
き
る

が
、
そ
の
う
ち
ベ
テ
ラ
ン
に
な
り
、
視
界
を
遮
る
と
考
え
て
こ
の
布
も
取
り
去
っ
て
し
ま
う
。
…
…
翌
年
戊
申
（
乾
隆
五
三
年
）

の
芒
種
に
私
が
農
業
奨
励
の
た
め
、
自
ら
郷
村
を
訪
れ
る
と
、
田
畑
で
女
性
が
裸
足
で
働
い
て
い
る
の
を
目
に
し
た
。
考
え
た

の
は
、
冬
に
帽
子
を
か
ぶ
っ
て
働
い
て
い
た
あ
の
人
足
の
女
性
た
ち
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
お
供
に
聞
い
て
み
る
と
、
自
分
で
自

分
の
田
を
耕
し
て
は
い
て
も
、そ
れ
だ
け
で
は
食
べ
て
い
け
な
い
の
だ
と
い
う
。
…
…
土
地
が
痩
せ
て
い
て
民
が
貧
し
い
の
で
、

こ
の
よ
う
な
状
況
は
仕
方
な
い
が
、
男
女
が
入
り
混
じ
る
中
で
風
紀
が
乱
れ
て
姦
通
沙
汰
が
起
き
る
の
は
当
然
で
あ
り
、
地
方

官
た
る
も
の
は
放
置
す
る
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
た
。
そ
こ
で
事
が
起
き
た
ら
処
罰
し
よ
う
と
心
づ
も
り
を
し
て
い
た
の
に
、

姦
通
の
訴
え
は
皆
無
で
あ
る
。
た
い
へ
ん
不
思
議
に
思
っ
た
が
、
世
間
で
は
皆
あ
や
し
ま
な
い
と
い
う
。
な
お
数
ヶ
月
観
察
し

て
み
る
と
、
本
当
に
姦
通
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
風
紀
の
乱
れ
は
安
楽
に
よ
っ
て
念
が
生
じ
、
念
か
ら
機
が
動
く
こ
と
に
よ
っ
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て
起
こ
る
。
あ
ま
り
に
も
労
働
が
き
つ
く
て
疲
れ
き
っ
て
い
れ
ば
、
何
か
を
考
え
る
よ
う
な
余
裕
も
な
い
。
君
子
は
考
え
る
こ

と
で
善
心
が
生
ま
れ
る
が
、
小
人
の
場
合
は
考
え
な
い
こ
と
で
悪
心
が
生
ま
れ
な
く
な
る
。
五
八

　

張
五
緯
は
男
女
が
野
外
で
入
り
混
じ
っ
て
働
け
ば
、
必
ず
姦
通
が
起
き
る
と
考
え
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
姦
通
の
訴
え
は
な
く
、
実

際
の
様
子
を
見
て
も
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
な
か
っ
た
。
張
五
諱
は
考
え
を
改
め
た
が
、
姦
通
の
起
き
な
い
理
由
と
し
て
は
、
労
働
が
過

酷
な
ら
ば
か
え
っ
て
悪
い
心
が
生
じ
な
い
か
ら
だ
と
結
論
づ
け
て
い
る
。
紡
織
の
部
分
で
見
た
敬
姜
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
出
て
き
た
苦
労

が
善
心
を
生
む
と
い
う
教
訓
が
こ
こ
で
も
引
用
さ
れ
て
い
る
の
が
興
味
深
い
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
広
西
省
に
お
け
る
李
彦
章
の
告
示
は
女
性
の
屋
外
労
働
を
批
判
す
る
も
の
で
あ
る
。「
男
性
が
の
ん
び
り
し
て
女

性
が
肉
体
労
働
を
す
る
の
は
［
本
来
と
は
］
正
反
対
で
あ
る
。
夫
が
ぶ
ら
ぶ
ら
し
て
い
れ
ば
、
女
性
は
す
ぐ
に
騒
ぎ
を
起
こ
す
五
九
」。

李
彦
章
は
そ
れ
を
当
地
の
十
の
弊
害
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。広
西
省
は
少
数
民
族
や
客
家
の
多
く
居
住
し
て
い
た
地
域
で
あ
り
、

女
性
で
も
纏
足
を
し
な
い
で
野
外
で
労
働
す
る
人
が
多
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
当
地
の
慣
習
が
李
彦
章
の
告
示
の
背
景
に
あ
る
こ
と
は

考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
こ
の
文
章
で
は
「
男
性
が
の
ん
び
り
」
し
て
い
る
こ
と
を
正
す
こ
と
に
重
点
が
あ
る
。
女
性
が

屋
外
労
働
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
風
俗
の
乱
れ
が
起
き
る
と
い
う
よ
う
な
記
述
は
見
ら
れ
な
い
。
女
性
が
勤
労
で
男
性
が
怠
惰
で
あ

る
と
い
う
状
況
を
変
え
る
た
め
の
対
策
と
し
て
は
、「
女
性
は
力
仕
事
が
で
き
て
も
、
紡
績
を
学
ば
せ
、
市
場
に
も
行
か
せ
な
い
よ
う

に
六
〇
」
と
、
は
っ
き
り
女
性
の
力
仕
事
を
止
め
さ
せ
る
よ
う
な
こ
と
を
書
い
て
い
る
。
李
彦
章
が
問
題
視
し
て
い
る
女
性
の
労
働
は
、

女
性
が
主
体
で
あ
り
、
男
性
の
補
助
で
は
な
い
。

　

女
性
が
男
性
が
お
こ
な
う
耕
作
を
助
け
る
と
い
う
こ
と
に
は
、
違
う
意
味
が
付
さ
れ
る
。
李
璋
煜
は
「
紡
織
に
勤
め
る
に
し
ろ
、
耕

耘
を
助
け
る
に
し
ろ
、
厨
房
の
仕
事
を
す
る
に
し
ろ
、
針
仕
事
を
習
う
に
し
て
も
、
勤
労
か
つ
倹
約
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
六
一
」
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と
述
べ
て
お
り
、
男
性
が
耕
す
の
を
手
伝
う
こ
と
を
む
し
ろ
勧
め
て
い
る
。
父
や
夫
を
手
助
け
し
て
田
畑
で
働
く
こ
と
は
、
風
紀
の
乱

れ
に
は
つ
な
が
り
に
く
い
と
考
え
ら
れ
た
た
め
で
は
な
い
か
。

　

本
節
で
は
、
女
性
に
よ
る
落
穂
拾
い
や
農
作
業
な
ど
の
屋
外
労
働
に
関
す
る
告
示
に
焦
点
を
当
て
た
。
そ
こ
で
は
、
男
女
が
入
り
混

じ
る
こ
と
へ
の
懸
念
が
ま
っ
た
く
書
か
れ
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
芝
居
や
祭
り
、
宗
教
行
事
に
関
す
る
告
示
に
比
べ
れ
ば
そ
の

よ
う
な
記
述
は
少
な
か
っ
た
。
加
え
て
、
男
女
が
同
じ
空
間
に
い
た
と
し
て
も
労
働
に
勤
し
ん
で
い
れ
ば
風
俗
が
乱
れ
な
い
と
い
う
認

識
も
示
さ
れ
て
い
た
。

　
お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、庶
民
の
男
女
の
行
動
空
間
に
関
す
る
告
示
の
文
章
を
見
て
き
た
。
寺
廟
や
芝
居
な
ど
に
女
性
が
行
く
こ
と
に
つ
い
て
は
、

男
女
の
混
雑
に
よ
っ
て
風
紀
が
乱
れ
る
と
の
告
示
が
多
い
。
地
方
官
は
、
男
女
が
同
じ
空
間
に
入
り
混
じ
る
こ
と
の
ほ
か
、
そ
の
間
に

異
性
間
で
体
が
触
れ
合
っ
た
り
、
色
目
を
送
っ
た
り
す
る
こ
と
で
、
み
だ
ら
な
気
持
ち
を
起
こ
す
と
い
う
こ
と
を
危
惧
し
て
い
た
。

　

男
女
の
労
働
に
つ
い
て
は
、
男
性
が
田
畑
で
の
農
作
業
、
女
性
が
紡
織
と
い
う
分
業
を
勧
め
、
実
際
に
女
性
を
集
め
て
紡
織
教
習
を

お
こ
な
っ
た
地
方
官
も
い
た
。
し
か
し
、屋
外
労
働
に
つ
い
て
も
、全
面
的
に
悪
行
と
し
て
否
定
す
る
よ
う
な
記
述
は
見
当
た
ら
な
か
っ

た
。
落
穂
拾
い
は
他
人
の
畑
で
お
こ
な
わ
れ
、
他
人
と
顔
を
合
わ
せ
る
機
会
と
も
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
が
、
寡
婦
や
老
婦
が
落
穂
拾
い

を
す
る
こ
と
は
い
ず
れ
の
告
示
で
も
咎
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
ま
た
、
張
五
諱
は
、
男
女
が
屋
外
で
共
に
働
く
こ
と
で
姦
通
に
つ
な

が
る
と
の
考
え
を
示
し
た
も
の
の
、
実
際
に
は
屋
外
で
人
足
仕
事
や
農
耕
に
勤
し
ん
で
い
る
女
性
は
姦
通
事
件
を
起
こ
し
て
い
な
い
と

認
識
を
改
め
て
い
る
。
寺
廟
や
芝
居
に
関
す
る
告
示
を
見
れ
ば
、
地
方
官
は
男
女
が
一
緒
の
空
間
に
い
る
こ
と
は
み
だ
ら
な
心
の
起
き
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る
端
緒
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
地
方
官
が
、
男
女
が
田
畑
で
働
く
こ
と
を
必
ず
し
も
風
俗
を
乱
す
も
の
と
捉
え
な
か
っ

た
の
は
、
苦
労
し
て
働
い
て
い
れ
ば
善
心
が
生
ま
れ
、
安
楽
に
過
ご
し
て
い
れ
ば
悪
心
が
生
ま
れ
る
と
い
う
考
え
方
が
あ
っ
た
た
め
で

あ
っ
た
。
勤
労
と
、
そ
れ
に
よ
る
家
族
へ
の
貢
献
が
あ
れ
ば
、
男
女
が
顔
を
合
わ
せ
る
こ
と
を
必
ず
し
も
避
け
な
く
て
も
、
責
め
ら
れ

な
い
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

一　
　

 『
礼
記
』
巻
四
四
、
昏
義
「
敬
慎
重
正
、
而
后
親
之
、
礼
之
大
礼
、
而
所
以
成
男
女
之
別
、
而
立
夫
婦
之
義
也
。
男
女
有
別
、

而
后
夫
婦
有
義
。
夫
婦
有
義
、
而
后
父
子
有
親
。
父
子
有
親
、
而
后
君
臣
有
正
。
故
曰
、
昏
礼
者
礼
之
本
也
」。

二　
　

 

年
齢
は
す
べ
て
数
え
年
で
あ
る
。

三　
　

 『
礼
記
』
巻
一
二
、
内
則
「
七
年
、
男
女
不
同
席
、
不
共
食
」。

四　
　

 『
礼
記
』
巻
一
二
、
内
則
「
女
子
十
年
不
出
。（
恒
居
内
也
）」（
括
弧
内
は
小
字
）。

五　
　

 『
礼
記
』
巻
一
二
、
内
則
「
執
麻
枲
、
治
絲
繭
、
織
紝
組
紃
。
学
女
事
、
以
共
衣
服
」。

六　
　

 『
礼
記
』
巻
一
二
、
内
則
「
為
宮
室
、
辨
外
内
。
男
子
居
外
、
女
子
居
内
」。

七　
　

 

雍
正
年
間
以
降
、
貞
操
を
守
る
こ
と
を
期
待
さ
れ
る
女
性
の
範
囲
が
そ
れ
ま
で
よ
り
も
拡
大
さ
れ
、
ま
た
貞
淑
な
女
性
を
養
成

す
る
こ
と
で
家
族
、
ひ
い
て
は
社
会
の
秩
序
を
守
ろ
う
と
す
る
清
朝
政
府
の
方
針
が
明
確
に
な
っ
た
（M

atthew
 Som

m
er, 

Sex, Law
 and Society in Late Im

perial C
hina, Stanford U

niversity Press, 2000

）。

八　
　

 

五
味
知
子
「
清
代
の
告
示
か
ら
み
た
地
方
官
と
士
民
―
『
点
石
斎
画
報
』
を
手
掛
か
り
に
」『
聖
心
女
子
大
学
論
叢
』
一
三
四
集
、

二
〇
一
九
年
、
八
頁
。
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九　
　

 

エ
ヴ
リ
ン
・
ロ
ウ
ス
キ
は
、
男
性
の
三
〇
―
四
〇
パ
ー
セ
ン
ト
、
女
性
の
二
―
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
が
あ
る
程
度
の
識
字
能

力
を
有
し
て
い
た
と
述
べ
て
い
る
（Evelyn Sakakida Raw

ski, Education and Popuear Literacy in C
h’ing C

hina, 

U
niversity of M

ichigan, 1979, p.23

）。

一
〇　

 
五
味
前
掲
「
清
代
の
告
示
か
ら
み
た
地
方
官
と
士
民
」
一
七
頁
。

一
一　

 

黄
六
鴻
『
福
恵
全
書
』
巻
二
、
発
各
告
示
、「
凡
諸
暁
諭
宜
明
白
簡
切
。
勿
以
詞
華
是
眩
。
所
謂
婦
人
童
豎
皆
可
知
之
者
也
」。

一
二　

 

張
五
緯
『
講
求
共
済
録
』
示
、
大
名
府
任
内
頒
発
婦
女
犯
法
不
能
免
罪
示
諭
、「
勧
諭
婦
女
莫
犯
法　

犯
法
都
要
到
公
堂
／
首

戒
忤
逆
並
謀
故　

碎
剮
処
死
惨
非
常
／
還
有
一
種
淫
婦
女　

偸
情
等
漢
艶
梳
粧
／
情
密
同
逃
名
姦
拐　

聴
従
拐
売
実
荒
唐
／
多

因
夫
主
年
紀
老　

或
因
結
髪
尚
児
郎
／
従
此
心
離
欲
逃
走　

那
計
拿
着
受
災
殃
／
千
人
衆
目
人
人
笑　

還
問
這
是
誰
女
行
／
父

母
心
如
喫
苦
胆　

受
刑
之
外
臭
名
揚
」。
／
は
改
行
を
示
す
。

一
三　

 

五
味
前
掲
「
清
代
の
告
示
か
ら
み
た
地
方
官
と
士
民
」
一
七
頁
。

一
四　

 

阿
風
『
明
清
時
代
婦
女
的
地
位
与
権
利
：
以
明
清
契
約
文
書
、
訴
訟
档
案
為
中
心
』
北
京
：
社
会
科
学
文
献
出
版
社
、 

二
〇
〇
九
年
、
第
五
章
で
は
、
女
性
と
民
事
訴
訟
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
女
性
と
刑
事
裁
判
に
つ
い
て
は
、
五
味
知
子
「
清

代
に
お
け
る
殺
人
事
件
の
裁
判
と
女
性
―
―
楊
乃
武
案
を
手
掛
か
り
に
」『
歴
史
学
研
究
』
九
四
六
号
、二
〇
一
六
年
で
論
じ
た
。

一
五　

 

清
代
を
通
じ
て
、
様
々
な
演
劇
規
制
や
検
閲
が
命
じ
ら
れ
た
が
、
そ
れ
が
た
だ
ち
に
文
言
ど
お
り
に
実
行
さ
れ
た
と
は
限
ら
な

い
（
村
上
正
和
『
清
代
中
国
に
お
け
る
演
劇
と
社
会
』
山
川
出
版
社
、
二
〇
一
四
年
、
一
四
頁
）。

一
六　

 

周
際
華
『
共
城
従
政
録
』
巻
一
、
禁
夜
戯
淫
詞
、「
且
使
青
年
婦
女
塗
脂
抺
粉
、
結
伴
観
場
、
竟
置
女
紅
於
不
問
、
而
少
年
軽

薄
之
子
従
中
混
雑
、
送
目
伝
眉
、
最
足
為
誨
淫
之
漸
」。

一
七　

 

左
輔
『
念
宛
齋
官
書
』
巻
四
、
禁
革
瓊
州
弊
俗
示
、「
一
禁
齋
戯
。
齋
戯
一
名
土
戯
、
又
名
白
戯
。
最
淫
靡
蕩
志
。
男
女
竝
観
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肩
摩
踵
錯
、
敗
俗
傷
風
亦
莫
此
為
甚
」。

一
八　

 

花
鼓
戯
は
鳳
陽
か
ら
始
ま
っ
た
芸
能
で
、
銅
鑼
や
鼓
を
用
い
、
歌
詞
は
猥
褻
な
も
の
や
一
家
離
散
の
苦
労
を
う
た
っ
た
も
の
な

ど
が
あ
る
。

一
九　

 
裕
謙
『
勉
益
齋
偶
存
稿
』
巻
二
、
荊
州
、
禁
唱
演
花
鼓
戯
示　

道
光
七
年
二
月
、「
無
知
愚
民
亦
竟
成
群
結
隊
相
聚
而
観
。
甚

至
男
女
混
淆
喧
嘩
擁
擠
、
大
為
人
心
風
俗
之
害
、
久
経
示
禁
在
案
」。

二
〇　

 

雅
爾
図
『
雅
公
心
政
録
』
巻
二
、
檄
示
、
為
施
教
必
先
足
民
足
民
尤
先
除
累
事
、「
各
家
男
女
倶
在
戯
場
、
門
戸
不
謹
、
鼠
窃

易
于
生
心
」。

二
一　

 

雅
爾
図
『
雅
公
心
政
録
』
巻
二
、
檄
示
、
為
施
教
必
先
足
民
足
民
尤
先
除
累
事
、「
或
男
人
在
外
、
婦
女
独
処
、
姦
淫
拐
帯
、

往
往
由
此
」。

二
二　

 

周
際
華
『
共
城
従
政
録
』
巻
一
、
勧
減
迎
神
会
、「
共
城
旧
俗
、
毎
歳
正
月
間
、
自
城
裏
三
関
曁
各
村
鎮
争
演
神
会
、
響
器
喧

闐
炮
雷
轟
震
、
以
致
男
女
混
雑
、
挙
邑
若
狂
」。

二
三　

 

左
輔
『
念
宛
齋
官
書
』
巻
四
、
禁
革
瓊
州
弊
俗
示
、「
一
禁
迎
神
賽
会
…
…
男
女
雑
遝
、
目
挑
心
招
、
耗
財
蕩
志
、
莫
此
為
甚
」。

二
四　

 

塚
本
義
隆『
中
国
近
世
仏
教
史
の
諸
問
題（
塚
本
義
隆
著
作
集　

第
五
巻
）』大
東
出
版
社
、一
九
七
五
年
、二
二
五
―
二
二
八
頁
。

二
五　

 

明
律
の
規
定
を
引
き
継
い
だ
も
の
で
あ
る
（
塚
本
前
掲
『
中
国
近
世
仏
教
史
の
諸
問
題
』
二
二
七
頁
）。

二
六　

 

明
代
の
通
俗
小
説
に
お
い
て
も
、
淫
僧
の
話
が
多
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
林
雅
清
「
明
代
通
俗
小
説
に
描
か
れ
た
悪
僧

説
話
の
由
来
：
仏
教
に
お
け
る
「
戒
律
」
と
「
淫
」
の
問
題
を
手
掛
か
り
に
」『
京
都
文
教
短
期
大
学
研
究
紀
要
』
四
八
集
、

二
〇
一
〇
年
に
詳
し
い
。

二
七　

 

塚
本
前
掲
『
中
国
近
世
仏
教
史
の
諸
問
題
』
二
四
二
―
二
四
三
頁
。
乾
隆
帝
は
僧
侶
、
道
士
も
減
ら
そ
う
と
し
た
が
、
は
た
し
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て
実
際
に
年
々
に
漸
減
し
た
か
は
疑
問
で
あ
る（
塚
本
前
掲『
中
国
近
世
仏
教
史
の
諸
問
題
』二
四
七
頁
）。
尼
僧
に
つ
い
て
も
、

こ
の
政
策
に
よ
っ
て
実
際
に
ど
の
程
度
人
数
が
減
少
し
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。

二
八　

 
李
璋
煜
『
視
己
成
事
齋
官
書
』
巻
五
、
通
飭
査
辦
尼
菴
示
、「
孟
子
有
云
、
女
子
生
而
願
為
之
有
家
。
父
母
之
心
、
人
皆
有
之
。

若
将
幼
女
少
婦
、
送
菴
出
家
。
即
使
克
守
清
規
、
亦
属
滅
絶
倫
理
。
設
竟
不
能
自
持
、
試
問
作
何
了
局
、
為
父
母
者
、
自
問
於

心
、
安
乎
不
安
、
忍
乎
不
忍
。
自
示
之
後
、
勒
限
三
個
月
、
凡
属
年
在
三
十
以
下
各
尼
僧
、
不
論
已
未
薙
髪
、
一
概
勒
令
還
俗
。

有
親
属
者
、
聴
其
親
属
領
回
択
配
。
即
当
日
係
売
給
老
尼
、
其
契
亦
作
為
廃
紙
、
不
准
追
其
身
価
。
無
親
属
者
、
或
稟
官
、
或

由
住
持
尼
僧
作
主
択
配
、
不
准
収
留
一
口
」。

二
九　

 

李
璋
煜
『
視
己
成
事
齋
官
書
』
巻
五
、
通
飭
査
辦
尼
菴
示
、「
為
尼
者
沿
門
托
鉢
、
無
男
女
之
別
、
無
礼
儀
之
防
」。

三
〇　

 

塚
本
前
掲
『
中
国
近
世
仏
教
史
の
諸
問
題
』
二
三
四
頁
。

三
一　

 『
大
清
律
例
』
礼
律
、
褻
瀆
神
明
、「
若
有
官
及
軍
民
之
家
、
縦
令
妻
女
於
寺
観
神
廟
焼
香
者
、
笞
四
十
、
罪
坐
夫
男
、
無
夫
男

者
、
罪
坐
本
婦
、
其
寺
観
神
廟
住
持
及
守
門
之
人
、
不
為
禁
止
者
、
与
同
罪
」。

三
二　

 

何
素
花
「
清
初
士
大
夫
与
婦
女
：
以
禁
止
婦
女
宗
教
活
動
為
中
心
」『
清
史
研
究
』
二
〇
〇
三
年
三
期
、
六
三
頁
。

三
三　

 

何
前
掲
「
清
初
士
大
夫
与
婦
女
」
六
二
―
六
三
頁
。

三
四　

 

李
璋
煜
『
視
己
成
事
齋
官
書
』
巻
二
、禁
婦
女
入
廟
焼
香
示
「
本
署
府
風
聞
此
間
頗
有
婦
女
入
廟
焼
香
之
事
。
曾
経
示
禁
在
案
。

此
皆
妖
僧
悪
道
淫
尼
為
禍
福
之
説
、
蠱
惑
婦
女
、
誆
騙
銭
文
」。

三
五　

 

雅
爾
図
『
雅
公
心
政
録
』
巻
四
、檄
示
、為
再
行
飭
禁
隔
省
進
香
之
悪
習
以
惜
民
財
以
正
風
俗
事
、「
毎
年
於
正
二
月
間
千
百
為
群
、

先
至
省
会
城
隍
廟
申
疏
焚
香
、
名
曰
掛
号
。
然
後
分
途
四
散
遍
行
朝
山
男
女
雑
遝
姦
盗
百
出
」。　

三
六　

 

雅
爾
図
『
雅
公
心
政
録
』
巻
一
、
檄
示
、
為
厳
禁
婦
女
入
廟
焼
香
以
端
風
化
事
、「
蓋
以
婦
女
理
宜
静
守
閨
閣
専
功
紡
績
。
若
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入
廟
焼
香
、
則
男
女
混
雑
、
僧
道
悪
少
往
往
乗
機
設
局
、
或
哄
誘
欺
姦
、
或
拐
帯
逃
匿
、
更
有
故
意
擁
擠
撒
村
綽
趣
百
般
凌
辱
。

…
…
爾
等
無
論
大
家
小
戸
、
各
当
操
持
家
務
、
無
論
蚕
繅
紡
績
、
各
宜
専
習
女
工
、
雖
所
入
有
限
而
一
身
之
衣
食
可
資
。
若
任

意
嬉
遊
出
入
僧
舎
、
倘
一
朝
被
玷
畢
世
含
羞
、
乃
父
乃
夫
何
顔
以
対
郷
井
。
且
醜
名
難
滅
穢
行
易
伝
、
即
子
若
孫
亦
皆
受
人
恥

辱
」。　

三
七　

 『
大
清
律
例
』
礼
律
、
葬
喪
「
其
居
喪
之
家
、
修
齋
設
醮
、
若
男
女
混
雑
（
所
重
在
此
）、
飲
酒
食
肉
者
、
家
長
杖
八
十
」（
括

弧
内
は
小
字
）。
李
璋
煜
『
視
己
成
事
齋
官
書
』
巻
一
、
申
明
礼
制
示
に
は
全
く
同
じ
文
章
が
載
っ
て
い
る
。

三
八　

 

上
田
早
苗
「
漢
代
の
家
族
と
そ
の
労
働
：
夫
耕
婦
績
に
つ
い
て
」『
史
林
』
六
二
巻
三
号
、
一
九
七
九
年
、
三
三
五
頁
。
ま
た
、

戦
国
時
代
の
思
想
家
で
あ
る
孟
子
は
養
老
に
関
す
る
文
章
の
中
で
、
男
性
は
耕
作
を
し
、
女
性
は
宅
地
の
壁
の
下
に
桑
を
植
え

て
養
蚕
を
し
、
鶏
や
豚
を
飼
う
と
い
う
性
別
分
業
を
示
し
て
い
る
（『
孟
子
』
巻
一
三
、
尽
心
上
）。
ま
た
ス
ー
ザ
ン
・
マ
ン
『
性

か
ら
よ
む
中
国
史: 

男
女
隔
離
・
纏
足
・
同
性
愛
』
平
凡
社
、
二
〇
一
五
年
、
五
〇
―
五
一
頁
を
参
照
。

三
九　

 

上
田
前
掲
「
漢
代
の
家
族
と
そ
の
労
働
」
三
三
六
頁
。

四
〇　

 

周
際
華
『
共
城
従
政
録
』
巻
一
、
勧
織
、「
窃
念
民
以
耕
爲
本
、
女
以
織
爲
業
」。

四
一　

 

李
伯
重
「
従
„
夫
婦
并
作
“
到
„
男
耕
女
織
“
―
明
清
江
南
農
家
婦
女
労
働
問
題
探
討
之
一
」『
中
国
経
済
史
研
究
』

一
九
九
六
年
三
期
、
一
〇
六
―
一
〇
七
頁
。
鄭
愛
敏
に
よ
れ
ば
、
明
清
の
農
書
七
五
種
の
う
ち
、
二
一
種
（
二
八
パ
ー
セ
ン
ト
）

に
女
性
の
農
耕
に
関
す
る
記
載
が
あ
っ
た
（
鄭
愛
敏
「
性
別
視
野
中
明
清
社
会
経
済
史
内
容
的
増
補
：
以
農
業
史
、
紡
織
業
史
、

商
業
史
、
消
費
史
為
例
」『
中
国
文
化
研
究
所
学
報
』（
香
港
中
文
大
学
）
五
二
期
、
二
〇
一
一
年
、
一
〇
六
頁
）。

四
二　

 

宋
代
の
文
献
に
は
綿
花
に
言
及
す
る
も
の
が
多
く
見
ら
れ
、
明
代
後
期
に
は
綿
花
が
全
国
に
広
ま
っ
て
、
綿
布
の
衣
服
が
普

及
し
た
。
白
馥
蘭
（
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
カ
・
ブ
レ
イ
）、
江
湄
・
鄭
京
力
［
訳
］『
技
術
与
性
別
：
晩
期
帝
制
中
国
的
権
力
経
緯
』
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江
蘇
人
民
出
版
社
、
二
〇
〇
六
年
、
一
六
五
頁
（
原
書
：Francesca Bray, Technology and G

ender: Fabrics of Pow
er in 

Late Im
perial C

hina, U
niversity of California Press, 1997

）。

四
三　

 
白
前
掲
『
技
術
与
性
別
』
一
六
八
頁
。

四
四　

 
左
輔
『
念
宛
齋
官
書
』
巻
一
、
合
肥
広
農
利
示
、「
呉
中
婦
女
日
織
布
三
丈
、
除
衣
著
児
女
外
、
餘
布
売
以
養
家
。
爾
等
民
婦

須
学
勤
織
、
以
助
農
耕
。
且
核
可
搾
油
、
渣
可
打
餅
飼
牛
肥
田
、
於
農
有
益
」。

四
五　

 

左
輔
『
念
宛
齋
官
書
』
巻
一
、
合
肥
広
農
利
示
、「
爾
等
民
婦
須
効
之
」。

四
六　

 

左
輔
『
念
宛
齋
官
書
』
巻
二
、
種
棉
花
示
。

四
七　

 

周
際
華
『
海
陵
従
政
録
』
巻
一
、
勧
民
十
約
、「
買
綿
紡
線
、
費
少
功
多
」。

四
八　

 

先
行
研
究
に
よ
れ
ば
、
清
代
の
華
北
内
陸
部
の
大
半
の
地
域
で
は
在
来
の
綿
業
や
蚕
糸
業
が
発
展
せ
ず
、
地
方
官
の
中
に
は
紡

織
教
習
を
お
こ
な
う
者
も
い
た（
山
本
進『
清
代
の
市
場
構
造
と
経
済
政
策
』名
古
屋
大
学
出
版
会
、二
〇
〇
二
年
、二
三
〇
頁
）。

四
九　

 

左
輔
『
念
宛
齋
官
書
』
巻
二
、再
諭
婦
女
入
局
学
織
示
、「
復
於
家
郷
延
紡
織
女
師
四
名
来
州
、設
局
尽
心
教
習
。
乃
設
局
以
来
、

僅
有
稚
女
進
局
学
紡
、
而
学
織
婦
人
来
者
寥
寥
、
旋
又
回
去
。
豈
懶
惰
不
知
自
勉
耶
。
抑
有
所
避
忌
耶
。
本
州
開
局
女
師
常
住

局
中
、
示
禁
男
人
不
許
擅
入
。
一
切
器
具
供
応
費
用
皆
捐
俸
備
辦
、
不
煩
来
学
者
花
費
一
文
。
近
者
朝
至
暮
帰
、
遠
者
常
住
局

内
、
随
女
師
飲
食
、
倶
無
不
便
」。

五
〇　

 

周
際
華
『
共
城
従
政
録
』
巻
一
、
勧
織
、「
茲
本
県
於
城
之
西
街
先
設
機
坊
一
処
、
置
機
床
二
座
紡
車
三
十
架
。
覓
善
織
者
毎

月
給
以
工
食
以
為
之
師
。
所
有
貧
家
幼
女
自
十
歳
以
外
十
三
歳
以
内
、
有
願
学
者
以
三
十
人
為
額
、
即
至
機
坊
学
習
」。
周
際

華
『
海
陵
従
政
録
』
巻
一
、
招
習
紡
織
に
も
、
寄
付
に
よ
っ
て
紡
局
を
作
り
、
女
性
教
習
二
名
を
雇
い
、
一
一
歳
か
ら
一
三
歳

の
女
児
を
三
〇
人
選
び
、
紡
織
を
教
え
る
、
と
同
じ
よ
う
な
政
策
を
記
し
て
い
る
。
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五
一　

 

周
際
華
『
海
陵
従
政
録
』
巻
一
、
勧
紡
織
、「
夫
女
子
之
性
不
勤
則
淫
。
敬
姜
所
謂
労
則
善
心
生
、
逸
則
悪
心
生
、
其
理
其
勢

有
必
然
者
」。

五
二　

 
劉
向
『
列
女
伝
』
巻
一
、
母
儀
伝
、
魯
季
敬
姜
、「
昔
、
聖
王
之
処
民
也
、
択
瘠
土
而
処
之
、
労
其
民
而
用
之
。
故
長
王
天
下
。

夫
民
労
則
思
、
思
則
善
心
生
。
逸
則
淫
、
淫
則
忘
善
、
忘
善
則
悪
心
生
。
沃
土
之
民
不
材
、
逸
也
。
瘠
土
之
民
嚮
義
、
労
也
」。

五
三　

 

清
水
盛
光
「
中
国
に
於
け
る
看
青
と
落
穂
拾
ひ
の
俗
に
つ
い
て
」『
東
光
』
七
号
、
一
九
四
九
年
、
五
一
五
頁
。

五
四　

 

宣
統
『
山
東
通
志
』
巻
一
九
一
、国
朝
列
女
、東
昌
府
博
平
県
、「
徐
建
妻
王
氏
。
家
貧
歳
飢
、建
及
子
並
遠
出
不
帰
、舅
姑
衰
老
、

王
乞
諸
戚
里
間
得
少
米
或
糗
糧
、
以
奉
親
、
餘
乃
自
食
。
及
麦
秋
往
拾
麦
積
巨
束
負
之
帰
、
投
地
気
絶
。
郷
人
哀
而
葬
之
」。

五
五　

 

雅
爾
図
『
雅
公
心
政
録
』
巻
三
、
爲
飭
禁
婦
女
成
群
搶
麦
以
正
風
俗
事
、「
今
聞
近
年
以
来
日
漸
縦
肆
、
竟
有
強
悍
之
婦
携
男

挈
女
百
十
爲
群
、
地
主
甫
経
刈
割
、
即
圍
繞
于
鐮
刀
左
右
、
或
盗
取
未
割
之
穂
、
或
偸
窃
已
割
之
麦
、
更
有
于
綑
縛
装
車
之
時
、

偶
有
遺
落
、
即
不
容
地
戸
自
拾
、
肆
行
搶
取
者
、
甚
属
不
法
」。

五
六　

 

周
際
華
『
共
城
従
政
録
』
巻
一
、
禁
拾
麦
、「
乃
輝
邑
之
俗
不
惟
老
婦
與
寡
婦
爲
之
、
即
青
年
婦
女
無
論
富
貧
、
類
皆
遊
手
好

間
不
勤
紡
織
、
一
朝
麦
熟
、
遂
呼
群
引
類
阡
陌
充
盈
、
恬
然
不
以
爲
恥
」。

五
七　

 

張
五
諱
『
講
求
共
済
録
』
示
、大
名
府
任
内
頒
発
示
禁
男
婦
鬨
花
等
項
（
積
習
各
条
講
解
示
諭
）、「
一
、民
間
麦
熟
、収
穫
之
時
、

婦
女
藉
称
拾
麦
、
恃
衆
強
搶
、
男
女
混
雑
。
一
、
民
間
花
熟
、
摘
収
之
時
、
有
婦
女
恃
衆
強
搶
、
名
曰
鬨
花
、
亦
有
男
女
混
雑

之
事
。
…
…
近
日
以
拾
麦
撿
花
為
婦
女
応
做
之
事
、
使
之
無
地
不
到
、
無
人
不
見
。
一
回
生
、
二
回
熟
、
自
然
亡
廉
恥
、
又
何

事
不
可
為
」。 

五
八　

 

張
五
緯
『
未
能
信
録
』
巻
三
、
論
労
逸
苦
楽
、「
凡
夫
、
無
論
冬
夏
皆
帯
草
帽
、
女
則
尤
需
赤
足
露
腿
女
装
。
…
…
在
少
婦
初

出
之
時
、
猶
以
青
布
沿
帽
、
藉
以
稍
別
男
女
。
継
因
碍
眼
難
行
且
日
久
老
成
、
亦
遂
併
此
而
去
。
…
…
次
年
戊
申
、
芒
種
勧
農
、
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余
親
歴
郷
村
、
見
数
処
婦
女
赤
足
南
畝
、
力
作
耕
耘
、
意
謂
此
即
去
冬
常
見
帯
帽
之
夫
耳
。
随
問
之
従
人
、
答
曰
此
係
自
作
其

田
、
尚
非
自
食
其
力
者
也
。
…
…
此
固
由
於
地
瘠
民
貧
、
断
不
能
挽
之
使
異
、
第
混
雑
中
之
淫
乱
、
事
所
必
然
、
守
土
者
詎
得

視
之
漠
然
乎
。
爰
是
存
以
待
其
犯
而
懲
戒
之
、
因
無
控
者
、
心
甚
怪
之
、
猶
謂
是
世
俗
皆
不
以
為
怪
者
也
。
乃
察
至
数
月
、
実

無
其
事
。
可
見
凡
易
乱
之
境
、
必
乗
其
可
乱
之
機
、
機
動
於
念
、
念
萌
於
逸
、
逸
則
淫
、
労
則
思
、
此
固
労
極
而
疲
、
且
並
無

所
思
矣
。
君
子
思
則
善
心
生
、
小
人
無
所
思
則
悪
心
不
生
」。

五
九　

 

李
彦
章
『
潤
経
堂
自
治
官
書
』
巻
一
、
勧
農
示　

道
光
七
年
、「
男
逸
女
労
事
最
倒
置
。
夫
既
游
手
婦
易
跳
冠
」。
賓
州
勧
農
示

に
は
同
じ
文
章
が
、
慶
遠
府
勧
諭
農
民
示
に
も
ほ
ぼ
同
じ
文
章
が
出
て
く
る
。

六
〇　

 

李
彦
章
『
潤
経
堂
自
治
官
書
』
巻
一
、
勧
農
示　

道
光
七
年
、「
婦
女
雖
能
労
力
、
但
可
令
学
紡
織
之
事
、
勿
使
出
墟
」。
賓
州

勧
農
示
に
も
ほ
ぼ
同
じ
文
章
が
出
て
く
る
。

六
一　

 

李
璋
煜
『
視
己
成
事
齋
官
書
』
巻
三
、
禁
婦
女
冶
遊
示
、「
或
勤
紡
織
、
或
助
耕
耘
、
或
司
庖
厨
、
或
習
針
黹
、
須
克
勤
而
克
倹
」。



34

五味　知子


